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ᐔᚑ㧞㧡ᐕ㧢㧟㧜ᣣ 
�  

ਤᓟᶏ㒽ㅢᩣᑼળ␠� ోႎ๔ᦠ(㧞㧜㧝㧟) 
 (ᬺࠬࡃ)

 
 
� ᐔ⚛ߪਤᶏߏࠍࠬࡃ↪ޕߔ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅߦ⺈ޔ߈ߛߚ 
� ᓥ೨ࠅࠃᑷ␠ޔߪߢ⚻༡ోߓߪࠍࡊ࠶࠻ᓥᬺຬ߇ャㅍߩోߩ㊀ⷐᕈߊᷓࠍ⼂ޔߒ

ోᦨఝవߩข⚵ࠍߺⴕޕߚߒ߹ࠅ߹ߡߞ 
� ᧄႎ๔ᦠޔߪャㅍో࠻ࡦࡔࠫࡀࡑᐲߦၮޔ߈ߠャㅍߩో⏕ߩߚߩข⚵߿ߺో

 ޕߔߢߩ߽ࠆߔߦߚߊߛߚ⸂ℂߏߊᐢߦ߽ߣߣࠆࠅᝄࠄ⥄ޔߡߟߦታᘒߩ
� ᐔᚑ㧞㧡ᐕᐲࡠࠬ␠ోߩ㧙ࠟ߅ޟࠍࡦቴ᭽ߦᦨ㜞ߩ╉㗻ࠍ(ᔃߩࠄ߆╉㗻ߒߥߡ߽߅ߢ)ޠ
Ფޔߒᜰ⋠ࠍ⏕ߩା㗬ߦ߁ࠃࠆߌߛߚ↪ߏߢ㗻╉ߡߒᔃߦ߹ߐቴ߅ޕߚߒ߹ߒߣ

㐿ߩోផㅴળ⼏ࠍㅢޔߡߓᦝࠆߥోᕈߩะߦะߥ⊛⛯⛮ߌᡷༀߦขޔߦ߽ߣߣ⚵ࠅ

ᜰዉᢎ⢒ࠍㅢߚߓᓥᬺຬ߳ߩోᗧ⼂ߩᔀᐩࠍ࿑ޕߔ߹ࠅ߅ߡߞ 
 ޕߔߢᐘ߫ࠇ߈ߢ㗂ᚬࠍᗧߏߥ⊛Ⓧᭂޔᤚ㕖ޔߊߚߡ┙ᓎߦోャㅍࠍჿߩࠄ߆ቴ᭽߅
 

ਤᓟᶏ㒽ㅢᩣᑼળ␠ 
ข✦ᓎ␠㐳� ዊୖ� ାᒾ 

 
㧝㧚ోߦ㑐ࠆߔၮᧄ⊛ߥᣇ㊎ 
� 㧔㧝㧕ޟ৻⥌දജࠆࠃߦో⏕ޠ 
� � � � ో␠৻⥌දജߡߒャㅍߩో⏕ߦദޕࠆ 
� 㧔㧞㧕ޟⷙ⒟ߩㆩޠ 
� � � � ోߦ㑐ࠆߔᴺ߮ࠃ߅ⷙ⒟ߊࠃࠍℂ⸃㨯ㆩߒ෩ᱜޔᔘታߦ⡯ോࠍㆀⴕޕࠆߔ 
� 㧔㧟㧕ޟ⁁ᴫߩℂ⸃ޠ 
� � � � Ᏹߦャㅍߩోߦ㑐ࠆߔ⁁ᴫࠍℂ⸃ߦ߁ࠃࠆߔദޕࠆ 
� 㧔㧠㧕ޟ⏕ߩബⴕޠ 
� � � � ⡯ോߩㆀⴕࠅߚߦផ᷹ߕࠄࠃߦ⏕ߩബⴕߦദߪ߈ߣࠆ⟵⇼ޔᦨ߽ోߣᕁ

 ޕࠆߔࠍขᛒࠆࠇࠊ
� 㧔㧡㧕ੱޟఝవޠ 
� � � � 㨯ἴኂ╬ੱޔߪ߈ߣߚߒ↢⊑߇ᢇഥࠍᦨఝవߦⴕേޔߒㅦߦ߆߿ోㆡಾߥ

ಣ⟎ޕࠆߣࠍ 
� 㧔㧢㧕ޟᖱႎߩㅘᕈޠ 
� � � � ᖱႎߪṳߊߥࠇㄦㅦޔᱜ⏕ߦવޔ߃ㅘᕈࠍ⏕ޕࠆߔ 
� 㧔㧣㧕ޟᡷༀޠ 
� � � � Ᏹߦ㗴ᗧ⼂ࠍᜬޔߜャㅍߩోᬺࠆ߆߆ߦോߩᡷༀࠍⴕޕ߁ 



㧞㧚ో⛔⽿છ⠪�  
ข✦ᓎࠬࡃᬺㇱ㐳� ⷺ� � ⨃৻ 

 
㧟㧚ో▤ℂⷙ⒟ 
� � � ⚕�  ෳᾖޠో▤ℂⷙ⒟ޟ
 
㧠㧚㧞㧜㧝㧞ᐕᐲⷐ 

(㧝)� ઙᢙ 
 2012 ᐕᐲ 2011 ᐕᐲ ኻ೨ᐕჇᷫ 2012ᐕᐲ⋡ᮡ 

ዯ    3 ઙ 3 ઙ 0 ̆ 

 ઁߩߘ
シᓸߥ 

18 ઙ 25 ઙ ٌ   7 ઙ ̆ 

⸘ 21 ઙ 28 ઙ ٌ   7 ઙ 8 ઙ 

⋡ᮡ㧤ઙߦኻޔߒ㧞㧝ઙޔࠅߥߣ⋡ᮡࠍ㆐ᚑޕߚߒߢࠎߖ߹߈ߢ 
�  

 (㧞)� ౝኈ 
 2012 ᐕᐲ    � � � � ⠨ 

 (ዯ) 3 ઙ  

�ࠬࡃ✢〝 � 2 ઙ(ㇱຠߩ⚻ᐕഠൻ)  ౝ⸶ 
ゞਔ㓚 

 
3 ઙ 

 
⾉ಾࠬࡃ  � 1 ઙ(ࠫࡀࠚ㧙࠻ࠬࡖࠫࠕ࠲

 (᛬៊ߩ࠻࡞ࡏࠢ࠶ࡠ
 

(㧟)� ౣ⊒㒐ᱛ╷ 
� � �  � ᢛ㕙ߦኻࠆߔኻ╷ޔߪᣧߩㇱຠ឵੍ࠅࠃߦ㒐ភ⟎ޕߔ߹ࠅ߆ߪࠍ 

 ࠻࡞ࡏࠆߌ߅ߦบゞㇱߩὐᬌ㗄⋡▎ᚲએᄖޔߡ߅ߦᬌᩏࡩ㧟ޔࡩ㧝ޔߚ߹
 ޕߚߒ߹߃ടߦ⋠ὐᬌ㗄ߡߟߦ࠻࠶࠽

ਸ਼ോຬߦኻࠆߔኻ╷ޔߪㆇォᚻోຬߦㆇⴕ೨ὐᬌߩ⏕ታߥታᣉޔߣⴕᤨ߅ߦ 
 ޕߚߒ߹ߒᜰዉ߁ࠃ߁ᛄࠍᵈᗧߦ╬⥇⇣㖸⇣ߡ

 
㧡㧚㧞㧜㧝㧞ᐕᐲャㅍߩోߦ㑐ࠆߔข⚵ߺ 
� (㧝)� ␠㐳ࠆߔߣࡊ࠶࠻ࠍోផㅴળ⼏ࠍᲤ㐿ޔߒㆇⴕ▤ℂ⠪߮ࠃ߅หഥ⠪ߩ⾗⾰ 

ะߦข⚵ߣޔߦਸ਼ോຬᐕ㑆ᜰዉ⸘↹ߦၮޔౕ߈ߠ ⊛ߥᜰዉᣇᴺߡߟߦද⼏ 
 ޕߚߒ߹ߺ⚵ขߦ㒐ᱛޔߒ



(㧞)� ャㅍߩోߦ㑐ࠆߔౝㇱ⋙ᩏ 
ో▤ℂⷙ⒟╙㧠᧦╙㧟㗄ߦቯࠆ⋙ᩏࠍ 2013ᐕ 3  11 ᣣ߮ 12ᣣߦታᣉߒ߹

 ޕߚߒ
�  ޤᩏ⚿ᨐ⋘ޣ

ㆇォᚻᷝਸ਼ᜰዉߩታᣉ⁁ᴫ⸥㍳ޔߡߟߦ৻ㇱ⸥ṳߩࠇᜰ៰ࠍฃޔߌᡷༀࠆߔ 
 ޕߚߒ߹ߒᔀᐩ߁ࠃࠆߔᏭ⸤ߕᔅߦᜰዉᤨޔߦ߽ߣߣ

 
(㧟)� ㆇォᚻ⃰ߩᐲࠆࠃߦోᗧ⼂ߩะ 

2010 ᐕᐲޟࠄ߆ోࠨ㧙ࠬࡆផㅴ⃰ᐲࠍޠዉ⃰ޔߒ⎇ୃࡒ㧙ࡦࠖ࠹

ޔᔀᐩߩోャㅍޔવ㆐ߩᖱႎޔߦ߽ߣߣࠆߔႎ๔ࠍ╬ౝኈߩ⼏ోផㅴળࠅࠃߦࠣ

 ޕߔ߹ࠅ߅ߡߞ࿑ࠍะߩ࡞ࡌࠬࡆ㧙ࠨ߮ࠃ߅ផㅴߩࡉࠗ࠼ࠦࠛ
⚿ᨐ⃰ޔ 㐳ࠍਛᔃߦㆇォᚻฦੱߩోߦኻࠆߔᗧ⼂ߩᐩ߇ߍ࿑ޕߔ߹ߡࠇࠄ 

  
(㧠)� ᷝਸ਼ᜰዉ╬ࠆࠃߦ⠌ᾫᐲߩะ 
� �  � ㆇォᚻߦኻޔߒෂ㒾੍⍮ߩࡉࠗ࠼ࠦࠛޔផㅴޔធቴធㆄ╬ޔᔅⷐࠆߥߣ㗄ߦ

 ޕߚߒ߹ࠅ࿑ࠍะߩ⠌ᾫᐲࠅࠃߦ╬ਸ਼ᜰዉᷝޔߡߟ
� � � �  ޕߚߒ߹ࠅ࿑ࠍᒝൻߩਸ਼ᜰዉᷝߪߡߒኻߦᣂⷙណ↪ㆇォᚻޔߦ․
 
(㧡)� ᄖㇱᢎ⢒⎇ୃߩలታ 
� � � � ࿖ㅢ⋭߿ୃ⎇ࠆࠃߦᄖㇱ⎇ୃᯏ㑐ࠍᵴ↪ޔߒ⾗⾰ะߦข⚵ޕߚߒ߹ߺ 
� � � Ԙ� ㆇⴕ▤ℂ⠪৻⥸⻠⠌(ᴺࠅࠃߦቯߚࠇࠄ⠪ࠍ㒰ߊ)� 㧡ฬ 

ԙ� ㆇⴕ▤ℂ⠪ၮ␆⻠⠌ฃ⻠� � 㧢ฬ 
Ԛ� ᢛ▤ℂ⠪⻠⠌ฃ⻠� � � � 㧞ฬ 

� � � ԛ� ⥄േゞኻ╷ᯏ᭴(NASVAࡃࠬ࠽)ోࠆࠃߦୃ⎇࠻ࡦࡔࠫࡀࡑㆇⴕ▤ℂ

߮ਸ਼ോຬᜰዉᣇᴺࠍฃ⻠� � ᑧ 㧥ฬ 
� � � Ԝ�  ᢎ⢒ࠆࠃߦޠႶࠆߊߟࠍੱޟ

�ะߩ࡞ࡌࠬࡆ㧙ࠨ 2012 ᐕ 4 㨪2013 ᐕ 3 � Ფታᣉ 
� � � � � � � � �ୃ⎇(ℂ⋙〈⡯▤⺖ࠬࡃ)㧙࠳㧙 㧝㧜࿁ 
 

(㧢)� ஜᐽ▤ℂߩផㅴ߮ࠃ߅ㆇォᚻㆡᕈ⸻ᢿߩᵴ↪ࠆࠃߦ㒐ᱛ 
� � � � � ஜᐽ⸻ᢿࠍታᣉޔߒਸ਼ോຬߩᔃりߩ⁁ᘒࠍ⏕ޔߦ߽ߣߣࠆߔ⸻ᢿ⚿ᨐࠍరߦᔅ

ⷐߦᔕߡߓਸ਼ോຬߦᜰዉᢎ⢒ࠍⴕ߁ߥ╬ኻᔕޔߒోߩ⏕ߦദޕߚߒ߹ 
� � � � � 2012 ᐕᐲޔ߽ߡ߅ߦᣂⷙណ↪ㆇォᚻ (㧤ฬ) ߦኻߒ⌧⌁ᤨήๆ∝⟲ (㧿㧭

㧿) ᬌᩏࠍ⛮⛯ታᣉޕߚߒ߹ߒ 
� � � �  ޕߚߒ߹ߒታᣉߡߠၮߦㆡᕈ⸻ᢿ߽ᴺߩㆇォᚻޔߚ߹  
�  
 



 (㧣)  ࠛࠦߩࡉࠗ࠼ข⚵ߺ 
� � � � � ⅣႺߦ㈩ᘦߒߐ߿ߚߒㆇォ(ࠛࠦࡉࠗ࠼)ޔ߇੍ߩ㒐ޕߔ߹ࠅ߇ߥߟߦ 
� � � � � ᣣߩࡉࠗ࠼ࠦࠛߩޘផㅴߦടޔ߃㧝㧜ࡉࠗ࠼ࠦࠛࠍ㑆ޔߒߣ೨ᐕᐲᢙ୯

 ޕߚߒ߹ߺ⚵ࠅขߒቯ⸳ࠍᮡᢙ୯⋠ߚߒߣၮḰࠍ
 2012 ᐕᐲ⋡ᮡ 

ኻ೨ᐕΆ⾌Ყ₸ 
2012 ᐕᐲታ❣ 
ኻ೨ᐕΆ⾌Ყ₸ 

⋡ᮡ㆐ᚑ₸ 

�ٌ 㧝㧜㧟㧑 㧥㧢㧚㧠㧑 ࠬ ࡃ ✢ 〝 㧢㧚㧠㧑 

⾉ ಾ ࡃ ࠬ 㧝㧜㧡㧑 㧥㧢㧚㧤㧑 ٌ� 㧣㧚㧤㧑 

� � � � � � ̪ਔㇱ㐷߽ߣ㆐ᚑޕߚߒߢࠎߖ߹߈ߢ৻ᐲࠍࡉࠗ࠼ࠦࠛޔᔃޔߌ߇ 
� � � � � � �  ޕߔ߹ദߦޠシᷫߩ⩄⽶ⅣႺᷫ▵⾌⚻㒐ᱛޟ
 
� � (㧤)� ోᛩ⾗ 

�  ޕߚߒ߹ߒᦝᣂߦ (㧙ቯࡈࠕࡃ) ࠬࡃࡊ࠶࠹ࠬࡦࡁࠍ㧟ਔࠬࡃ✢〝
ᓟ߽⸘↹⊛ߦዉޕߔ߹ߒߚ(ዉ₸㧢㧝㧑) 

�  ޕߚߒ߹ߒᬌ⍮ེ㧞บᦝᣂ࡞㧙ࠦ࡞ࠕ
� � � � � �  ޕߚߒ߹ߒ㧝㧜บᦝᣂࡓ࠹ࠬࠪࠢ࠶ࠚ࠴࡞㧙ࠦ࡞ࠕ㔚ࡆ࠹
� � � � � �  ޕߚߒ߹ߒⵝߦ㧟ਔࠍ㧙࠳㧙ࠦࡉࠗ࠼
� � � � � � ᢛᎿ႐ࠝޔߡ߅ߦ㧙ࡉޔ࠻ࡈ࠻㧙ࠠࠝࠗ࡞឵ᯏ╬ޔ⠧ⵝ⟎ߩᦝ

ᣂ߮႐ౝ㑆ୃ╬ࠍⴕޕߚߒ߹ 
� �  

(㧥)�  ߺ⚵ขߥਥࠆߔ㑐ߦోߩャㅍߩઁߩߘ
� � � � � Ԙ� ␠㐳ోᎼⷞ� � � � � � � � 㧣࿁ 

� � � � ԙ� ో⛔⽿છ⠪⡯႐Ꮌⷞ� � 㧝㧢࿁ 
� � � � � Ԛ� ⚻༡▤ℂㇱ㐷ᣧᦺὐ┙ળ� 㧟࿁ 

ԛ� 㘶㈬ㆇォ㒐ᱛᆔຬળ㐿� � � 㧝࿁ 
Ԝ� ήㆇォ⠪ᓆߩታᣉ 

� � � � � ԝ� ో␠ຬ⎇ୃળታᣉ� � 2013 ᐕ 1 㨪㧞(㧡⃰ߦಽߡߌታᣉ) 
 
㧢㧚㧞㧜㧝㧟ᐕᐲャㅍߩోߦ㑐ࠆߔ⋡ᮡ 

�  2013 ᐕᐲ⋡ᮡ 2012ᐕᐲታ❣ Ⴧ� ᷫ 

ੱ り   � � �  㧜 � � � 㧜  
ዯ 

� ߩઁߩߘ � �  㧜 � � � 㧟ઙ � ٌ� � 㧟ઙ 

� ߥシᓸઁߩߘ � �  㧣ઙ � � 㧝㧤ઙ � ٌ� 㧝㧝ઙ 

 



㧣㧚㧞㧜㧝㧟ᐕᐲャㅍߩోߦ㑐ࠆߔ㊀ὐᣉ╷ 
㧔㧝㧕ੱりޡ 㧜 ઙ ޢ 
� � � � 㜞㦂⠪ߩ㒐ᱛ 

� ೨ᓟᏀฝߦᵈᗧޔࠄߪࠍෂ㒾੍⍮ࠍޕࠆߖ߆ 
ᕆ⊒ㅴޔᕆࡉ㧙ࠠޔⴕਛߩᕆࠍ࡞࠼ࡦࡂㆱޕࠆߌ 
ゞౝߩ⁁ᴫߦ᳇ࠍ㈩ޔࠅゞౝߢࠢࠗࡑᵈᗧࠍ߮ޕࠆߌ߆ 

 
㧔㧞㧕ਇᵈᗧ㒐ᱛ 
� � � � Ᏹࡠࡊߦᗧ⼂ࠍᜬ߽ߟޔߜࠍߣߎ߁ߣࠆߡࠇࠄᗧ⼂ޔߡߒၮᧄേࠍബ 

ⴕޕࠆߔ 
 ޕࠆߌᔃដࠍㆇォߒߐ߿ߦࠬࡃߣੱ

 
㧤㧚㧞㧜㧝㧟ᐕᐲャㅍߩోߦ㑐ࠆߔ⸘↹ 

� ᧄᐕᐲ߽ᤓᐕߩขޔߒ⛯⛮ࠍߺ⚵ࠅਅ⸥㗄ࠍታᣉޕߔ߹ߒ 
㧔㧝㧕ోផㅴળ⼏ߩ㐿 

ャㅍߩో⏕ߩታലᕈࠍ㜞ޔߚࠆ␠㐳ࠆߔߣࡊ࠶࠻ࠍోផㅴળ⼏ࠍᲤ

㐿ޔߒㆇⴕ▤ℂ⠪߮ࠃ߅หഥ⠪ߩ⾗⾰ะߦข⚵ޔߦ߽ߣߣਸ਼ോຬᢎ⢒ౕߩ

⊛ߥᐕ㑆ᜰዉ⸘↹ߡ┙ࠍᢎ⢒ࠍⴕޕߔ߹ 
 
㧔㧞㧕ャㅍߩోߦ㑐ࠆߔᡷༀᣇᴺ 

� � �     ౝㇱ⋙ᩏຬޟࠅࠃߦోᣇ㊎⋡ᮡߩޠ↹⸘ข⚵ߺ⁁ᴫࠍቯᦼ⊛࠶ࠚ࠴ߦ 
 ޕߔ߹ߺ⚵ขߦᡷༀߦ⊛Ⓧᭂޔ߫ࠇ߇㗴ὐߩోޔߒࠢ

 
㧔㧟㧕ㆇォᚻ⃰ߩᐲࠆࠃߦోࠨߣ㧙ߩ࡞ࡌࠬࡆะ 

⃰ᐲޟోࠨ㧙ࠬࡆផㅴ⃰ᐲࠍޠផㅴ⃰ޔߒ⎇ୃࡒޔ㧙ࠍࠣࡦࠖ࠹ⴕ

ޔᔀᐩࠛߩోャㅍޔવ㆐ߩᖱႎߩㆇォᚻోຬ߳ޔ 㧙ࠨ߮ࠃ߅ផㅴߩࡉࠗ࠼ࠦ

 ޕߔ߹ࠅ࿑ࠍะߩ࡞ࡌࠬࡆ
 
㧔㧠㧕ᷝਸ਼ᜰዉ╬ࠆࠃߦ⠌ᾫᐲߩะ 

ㆇォᚻ߮ᣂⷙណ↪ㆇォᚻ߳ߩᢎ⢒ޔਸ਼ゞ࠲࠾ࡕ㧙ࠆࠃߦធቴធㆄゞޔ ౝ⟤ൻߦ

ขޔߦ߽ߣߣ⚵ࠅㆇⴕ▤ℂ⠪ᷝࠆࠃߦਸ਼ᜰዉޔࠅࠃߦෂ㒾੍⍮ࠛޔ ߩࡉࠗ࠼ࠦ
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第一章 総則 

 

(目的) 

第一条 この規程（以下、「本規程」という。）は、道路運送法（以下、「法」という。）第二十

二条及び第二十九条の三の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事

項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。 

 

(適用範囲) 

第二条 本規程は、当社の一般旅客自動車運送事業に係る業務活動に適用する。 

 

第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等 

 

(輸送の安全に関する基本的な方針) 

第三条 社長及び役員 (以下、「経営トップ」という。) は、輸送の安全の確保が事業経営の

根幹であることを深く認識し、輸送の安全を確保する。そのため、輸送の安全に関す

る方針（以下、「安全方針」という。）を次のとおり定める。 

 

 【安全方針】 

(１) 全社一致協力して輸送の安全確保に努める。 

(２) 輸送の安全に関する法令及び関連する規程(本規程を含む。以下「法令等」という。)    

をよく理解するとともにこれを遵守し、厳正、忠実に職務を遂行する。 

(３) 常に輸送の安全に関する状況を理解するよう努める。 

(４) 職務の実施に当たり、推測に頼らず確認の励行に努め、疑義のある時は最も安全と思 

われる取り扱いをする。 

(５) 事故・災害等が発生した時は、人命救助を最優先に行動し、速やかに安全適切な処置 

をとる。 

 



(６) 情報は漏れなく迅速、正確に伝え、透明性を確保する。 

(７) 常に問題意識を持ち、輸送の安全に係る業務上の改善を行う。 

 

２  ＰＤＣＡサイクルを確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員 (社

員に準ずる者を含む。以下、「社員等」という。) が一丸となって業務を遂行し、絶

えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極

的に公表する。 

 

(輸送の安全に関する重点施策) 

第四条 前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。 

 一  輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び本規程に定め

られた事項を遵守する。 

 二  輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努める。 

 三  輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じる。 

 四  輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有

する。 

 五  輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施 

する。 

 

(輸送の安全に関する目標) 

第五条 第三条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。 

 

(輸送の安全に関する計画) 

第六条 前条に掲げる目標を達成するため、第四条に規定する重点施策ごとに、輸送の安全を

確保するため必要な計画を作成する。 

 

  第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制 

 

(経営トップの責務) 

第七条 社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。 

 ２  経営トップは、輸送の安全を確保するため、社員等に対し、関係法令の遵守と輸送の安

全の確保が最も重要であるという意識を、自ら及び安全統括管理者を通じて、徹底する。 

  ３  経営トップは、輸送の安全に関する方針の策定及び重点施策、目標及び計画の策定に主

体的に関与する。 

  ４  経営トップは、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じ

る。 

 ５  経営トップは、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。 

６  経営トップは、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうか

を常に確認し、必要な改善を行う。 

 



 

(社内組織) 

第八条 社長は、安全統括管理者、統括運行管理者、運行管理者及び整備管理者を選任し、輸 

送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統 

治を適確に行う。 

２  社長は、前項の管理者の選任、解任等について、これを社員等に周知することにより 

輸送の安全の確保に関する責任体制を明確にする。 

３  バス事業部長は、安全統括管理者の命を受け、輸送の安全確保に関し、自ら又はバス

課長、営業所長を統括し、指導監督を行う。 

 ４  バス課長、営業所長は、運行管理者及び整備管理者を統括し、指導監督を行い、別に

定める運行管理規程及び整備管理規程を遵守し、輸送の安全の確保を行う。 

５  輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等

を理由に本社に不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含め、別に定

める組織図 (別表１) による。 

 

 (安全統括管理者の選任及び解任) 

第九条 社長は、取締役のうち、旅客自動車運送事業運輸規則 (以下「運輸規則」という。)  

４７条の５に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。 

２  安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を

解任する。 

  一 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。 

  二 病気その他やむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。 

 三 関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統                     

括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれ

があると認められるとき。 

  四 人事異動等により安全統括管理者の要件を満足しなくなったとき。 

 

(安全統括管理者の責務) 

第十条 安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。 

  一 社員等に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を

徹底すること。 

  二 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。 

  三 輸送の安全に関する第三条の方針、第四条の重点施策、第五条の目標及び第六条の計

画を作成し及び実施すること。 

  四 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員等に対し周知を図ること。 

  五 輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を

行い、経営トップに報告すること。 

    六 経営トップに対し、輸送の安全の確保に関し、必要な意見を述べる等改善の措置を講

じること。 

  七 運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。 



  八 整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理すること。 

九 輸送の安全を確保するため、社員等に対して必要な教育又は研修を行うこと。 

  十 その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。 

 

 

    第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法 

 

(輸送の安全に関する重点施策の実施) 

第十一条 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく 

輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。 

 

(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達) 

第十二条 経営トップと現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うこ

とにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有される

ように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、

隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。 

 

(事故、災害等に関する報告連絡体制) 

第十三条 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は、 

事故、災害等に関する報告連絡体制 (別表２) ならびにリスク管理規程・危機対策本

部設置規程に定めるところによる。 

  ２  事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、経営トップ又は社内の必要な部課

等に速やかに伝達されるように努める。 

    ３  安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第１項の報

告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要

な指示等を行う。 

    ４  自動車事故報告規則 (昭和２６年運輸省令第１０４号) に定める事故、災害等が発

生した場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。 

 

(輸送の安全に関する教育及び研修) 

第十四条 経営トップは、第五条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要な人材育成

のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。 

 

(輸送の安全に関する内部監査) 

第十五条 安全統括管理者は、自ら又は実施責任者を指定して、少なくとも年に一回以上、敵 

切な時期を定めて、安全マネジメントの実施状況等輸送の安全に関する内部監査を実 

施する。 

また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生

した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査

を実施する。 



  ２  安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項

が認められた場合はその内容を、速やかに、経営トップに報告すると共に、輸送の安全

の確保のために必要な方策を検討し、また、必要に応じて当面必要な是正措置又は予防

措置を講じる。 

 

(輸送の安全に関する業務の改善) 

第十六条 経営トップ及び安全統括管理者は、事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査

の結果や改善すべき事項の報告があった場合又は輸送の安全の確保のために必要と認

める場合は、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置

又は予防措置を講じる。 

  ２  悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項

において更に高度な安全の確保のための措置を講じる。 

 

(情報の公開) 

第十七条 輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状

況、自動車事故報告規則第２条に規定する事故に関する統計、安全管理規程、輸送の

安全のために講じた措置及び講じようとする措置、輸送の安全に係る情報の伝達体制

及びその他の組織体制、輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況、輸送の安全に

関する内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする措置、安全

統括管理者に係る情報、その他輸送の安全に関する情報については、毎年これをとり

まとめ「安全報告書」として毎事業年度の経過後１００日以内に外部に対し公表する。 

２  事故発生後における再発防止策等、輸送の安全の確保のために講じた改善状況につ 

いて国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。 

 

(輸送の安全に関する記録の管理等) 

第十八条 本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。 

  ２  輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡

体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、経営トップに

報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。 

  ３  前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存の方法

は別に定める。 

 

 

附則  この規程は、平成２２年１１月１日から実施する。 

          平成２５年１１月１日 一部改正 


